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１ 事業継承マッチングリストとは 

 

(1) マッチングリスト作成の背景・目的 

近年、畜産経営体の廃業が相次ぎ、東京の畜産業は存続の危機を迎えている中で、

畜産経営の継承を考える方や、畜産経営を始めたいと考えている方への支援が必要と

考えられます。東京都内において畜産経営を始めたいという場合、用途制限や周囲環

境への影響、畜舎の建設費用等、新規参入へのハードルがある一方で、施設自体は活

用が可能なものの後継者が不在のため今後の活用が困難な畜舎等施設が今後発生する

ことが予想されます。こうした既存畜舎等施設を資源として有効活用し、畜産経営の

継承の実現を推し進めることで、都民の暮らしを豊かに育むために不可欠な東京の畜

産業の振興を推進することを目的として、事業継承マッチングリストを作成します。 

 

(2)マッチングの仕組み 

畜産経営の継承を考える経営体、畜産経営を開始したい就農希望者それぞれの意向を、

東京都が把握し、非公開のリストとして保有します。営農類型や希望エリア、継承時期

等の条件が一致した場合、東京都は、畜産経営を考える経営体、畜産経営を開始したい

新規就農希望者に対し双方の情報を共有します。 

マッチング後、継承条件の詳細等については当事者間での十分に交渉、話し合いを行

っていただくようお願いします。 

なお、東京都は事業継承に伴い関係機関の協力が必要と判断した場合、ご本人の同意

を得た上で関係機関へ情報を提供することがあります。 

 

【マッチングのしくみ】 
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２ マッチングリスト登録の対象要件 

マッチングリストの登録の対象となる方は、次の通りです。 

 

(1) 畜産経営の継承を考える経営体 

都内に居住し、都内に牛 10 頭、豚 100 頭、鶏 1,000 羽程度以上飼育可能な畜舎等施設

を有する方 

 

(2) 畜産経営を開始したい就農希望者 

就農にあたり、都内の既存畜舎等施設の利用意向を有する方 

 

３ マッチングリストの登録手続き 

登録及び登録事項の変更・辞退、登録の取消の手続きは次の通りです。 

 

(1) リストへの登録 

２のマッチングリスト登録の対象要件の(1)を満たす方で畜産経営の継承を考える

方、又は２のマッチングリスト登録の対象要件の(2)を満たす方は、東京都農業振興事

務所へご連絡ください。ご連絡をいただきましたら、東京都は様式①意向調査シート

により意向把握を行います。東京都は、意向把握の結果この制度の趣旨に適当と認め

る場合は、リストへの登録を行います。 

なお、リストへの登録に際し、様式②「事業継承マッチングリストに係る個人情報

の取扱いに関する同意書」への署名、提出が必要となります。リストへの登録が完了

したら、東京都は様式③「登録通知書」により通知します。 

 

(2) 登録事項の変更・辞退 

マッチングリスト登録者は、登録時の意向調査の内容に変更が生じた際は、東京都に

様式④「「登録事項変更届出書」を提出し、登録内容を変更することとします。なお、東

京都から登録情報の更新を依頼した場合は対応をお願いします。 

また、登録者が登録を辞退したいときは、「都に様式⑤「登録辞退届」を提出し、辞

退することができます。 

  

(3) 登録の取消 

東京都は、以下のいずれかに該当する場合には、様式⑥「登録取消通知書」により登

録を取り消すことができます。 

① 「登録要件を満たさなくなったとき 



② 「マッチングにより継承が成立したとき 

③ 「申込み内容に虚偽があったとき 

④ 「登録辞退届の提出があったとき 

⑤ 「その他、登録が適当でないと認められる事由が生じたとき 

 

(4)登録の有効期限 

登録の有効期限は、提出から５年とします。ただし、５年を経た後、改めて申込書を提

出することにより、登録が可能となります。 

 

４ 留意事項 

(1) 本リストは、あくまで畜産経営を考える経営体、畜産経営を開始したい新規就農

希望者への情報提供の場を設けるものであり、リストへの登録をもってマッチン

グを保証するものではありません。 

(2) マッチング後に当事者間で行われる継承条件の交渉や取り交わされる契約等の内

容について、東京都は責任を負いません。 

  



別紙①-1畜産経営の継承を考える経営体向け 

 

記入日    年  月  日 

 

事業継承意向調査シート 

氏名 生年月日 性別 

     

住所  

連絡先 
TEL  

Email  
FAX  

営農類型  

所有する施設  

所有する機械  

農地の所有状況  

移譲を希望する

資産及び移譲の

方法 

（貸借・売買） 

移譲希望時期  

家族構成  家族の同意 有 ・ 無 

その他継承条件  

特記事項  

 

添付書類：個人情報の取扱いに関する同意書 

 

 

 



別紙①-2「畜産経営を開始したい就農希望者向け 

 

記入日    年  月  日 

 

事業継承意向調査シート 

氏名 生年月日 性別 

     

住所  

連絡先 
TEL  

Email  
FAX  

職業  

家族状況 
配偶者の有無 有 ・ 無 子供の有無 有 ・ 無 

家族の同意 有 ・ 無 人数・年齢  

資格等 

運転免許  有り（MT）  有り（AT限定）  大型特殊 

その他資格  

就農希望エリア  

就農希望時期  

畜産関係の研修・

従事等の実績及び

予定 

（研修先・従事先、期間、研修・従事内容） 

新規就農支援セン

ター等への相談状

況 

 

 

添付書類：個人情報の取扱いに関する同意書 

  



別紙② 

 

事業継承マッチングリストに係る個人情報の取扱いに関する同意書 

 

以下の個人情報の取扱いについてよくお読みいただき、内容に同意いただける場合は

「個人情報の取扱いの確認」欄に署名願います。 

 

東京都は、事業継承マッチング制度の実施に際して得た個人情報について、個人情報の保

護に関する法律（平成 15年法律第 57 号）及び関係法令に基づき、適正に管理し、本事業の

実施のために利用します。主に、東京都農業振興事務所で所管する「事業継承マッチングリ

スト」（非公開）に掲載し、畜産経営の継承を考える経営体と、畜産経営を開始したい新規

就農者のマッチングに利用することを目的とし、個人情報を収集します。また、営農類型や

継承エリア等マッチングの条件が一致した場合、畜産経営の継承を考える経営体と、畜産経

営を開始したい新規就農者情報に対し、必要な情報を提供します。 

なお、本事業の実施に際し、東京都は、個人情報を第三者に提供するに当たり、次の場合

を除き、本人の同意なく第三者に個人情報を提供しません。 

・法令に基づく場合 

・東京都の管理監督の下、事業継承に必要な範囲内で区市町村及び関係機関等の協力が必

要な場合 

 

 

個人情報の取扱いの確認 

「個人情報の取扱い」の内容について同意します。 

 

令和  年  月  日 

 

氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

  



様式③ 登録通知書 

 

（番   号） 

               年 月 日  

 

登録通知書 

 

 

             様 

 

                                   東京都知事 

 

 

畜産経営継続支援事業における事業継承マッチングリストへ登録したので通知します。 

 

登録区分 
□ 畜産経営の継承を考える経営体 

□ 畜産経営を開始したい就農希望者 

登録年月日 
 

備考 

 

 

 

  



様式④ 登録事項変更届出書 

 

登録事項変更届出書 

 

年  月  日 

 

東京都知事 殿 

 

 

                     住所 

                     氏名 

 

 

畜産経営継続支援事業における事業継承マッチングリストへの登録事項について変更が

生じたため、次の通り届け出ます。 

 

登録区分 
□ 畜産経営の継承を考える経営体 

□ 畜産経営を開始したい就農希望者 

変
更
内
容 

変
更
前 

 

変
更
後 

 

備考 

※変更事項記入欄が不足する場合は、別紙を添付してください。 

 

 

  



様式⑤ 登録辞退届 

 

登録辞退書 

 

年  月  日 

 

東京都知事 殿 

 

 

                     住所 

                     氏名 

 

 

畜産経営継続支援事業における事業継承マッチングリストへの登録について、次の通り

登録を辞退しますので届け出ます。 

 

登録区分 
□ 畜産経営の継承を考える経営体 

□ 畜産経営を開始したい就農希望者 

辞退理由 

 

 

 

  



様式⑥ 登録取消通知書 

（番   号） 

               年 月 日  

 

登録取消通知書 

 

 

             様 

 

 

                                   東京都知事 

 

 

畜産経営継続支援事業における事業継承マッチングリストへの登録を取り消したので通

知します。 

 

登録区分 
□ 畜産経営の継承を考える経営体 

□ 畜産経営を開始したい就農希望者 

取消理由 

 

 


